
　税・社会保障・災害対策の分野で、法律や条例で定められた事務において個人番号の提示が

必要になります。　表に記載した事務においては、町への申請（届出）の際に個人番号の記入が

必要になり、併せて 「個人番号の確認」 と 「本人確認」 を行います。

  詳しくは担当係まで問合せください。

【 暮 ら し 】

 住所等の異動 ◆転入・転居などの異動
◆戸籍届出による氏名などの変更 　　町民課　町民係
※ 記載事項の変更が必要となりますので、 　　　☎　７２－５８８５
　　通知カード または 個人番号カードを持参ください。

　住　　　宅 ◆町営住宅への入居申請 　　地域生活課　管理係
◆町営住宅入居者による収入申告 　　　☎　７２－５８８３

【介護・福祉】

　介護保険 ◆要介護（要支援）認定・要介護（要支援）更新認定申請
◆負担限度額認定申請 　　健康福祉課　
◆被保険者証等再交付申請 　　　　介護保険係
◆住宅改修費の支給申請 　　　☎　２８－８２５１
◆福祉用具購入費の支給申請

　福　　　祉 ◆障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの申請
◆障害者総合支援法に基づく補装具費に関する申請
◆身体障害者手帳の申請
◆精神障害者保健福祉手帳の申請 　　健康福祉課　
◆自立支援医療（更生医療、育成医療、精神通院医療） 　　　福祉子育て支援係
　 に関する申請 　　　☎　７２－５８８４
◆障害児通所支援の給付申請
◆特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当の申請
◆戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求

【子育て】

 申請・届出等 ◆児童手当の認定請求
◆児童扶養手当の認定請求 　　健康福祉課　
◆特別児童扶養手当の申請 　　　福祉子育て支援係
◆遺児教育手当支給の申請 　　　☎　７２－５８97
◆ひとり親家庭等家賃助成の申請
◆保育所等の利用申請
◆母子健康手帳の交付申請（妊娠届出）  健康福祉課　健康支援係

　　　☎　７２－４１１１

【税務】

　地方税関係 ◆地方税に関する手続き 　　町民課　課税係

　☎　７２－５４１２・５８７６

　～　裏面もご覧ください　～

～　個人番号（マイナンバー）を利用する事務について ～
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問合せ
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手 続 き

手 続 き



【保険・医療】

　国民健康保険 ◆加入・離脱

◆被保険者氏名、世帯、住所、世帯主の変更

◆療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護

　合算療養費等の支給申請

◆第三者行為による被害の届出

◆限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、

　特定疾病療養受療証の交付・再交付申請

◆被保険者証、高齢受給者証の再交付申請

◆住所地特例に関する届出 　　健康福祉課　

◆基準収入額適用申請 　　　国民健康保険係

 後期高齢者医療 ◆被保険者証の再交付申請 　　　☎　７２－５８７５

◆高額療養費、補装具等の療養費、高額介護合算療養費

　の支給申請

◆特定疾病療養受療証、限度額適用・標準負担額減額

　 認定証の交付・再交付申請

◆基準収入額適用申請

医療費助成 ◆未熟児養育医療に関する申請

◆重度心身障がい（児）者医療に関する申請（届出）

◆子育て支援医療に関する申請（届出）

◆ひとり親家庭等医療に関する申請（届出）

　※　上記の手続き以外にも個人番号が必要になる場合があります。
       

≪本人確認に必要な書類等≫

● 本人が申請する場合

確認項目

番号確認  　Ａ　通知カード

（ＡまたはＢ） 　 Ｂ　個人番号が記載された住民票の写し

個人番号カード 　 Ａ　顔写真付きの証明書　１つ

身元確認  　　　　（ 運転免許証やパスポートなど ）

（ＡまたはＢ） 　 Ｂ　顔写真付きでない証明書　２つ

　　　　（ 健康保険証や年金手帳など ）

　　　　　　　個人番号カードであれば、番号確認と身元確認が１枚で可能になります。

● 代理人が申請する場合

確認項目

・法定代理人（本人が未成年の場合の親、成年被後見人の場合の成年後見人など）

　代理権の確認 の場合は戸籍謄本その他その資格を証明する書類

・任意代理人の場合は委任状

　　代理人の 　Ａ　顔写真付きの証明書　１つ

　　身元確認 　　　　（ 個人番号カード や 運転免許証　など ）

（ＡまたはＢ） 　B   顔写真付きでない証明書　２つ

　　　（ 健康保険証や年金手帳　など）　

本人の 　Ａ  本人の個人番号カードまたはその写し　

番号確認 　B   本人の通知カードまたはその写し
 （Ａ～Ｃのいずれか） 　Ｃ　本人の個人番号が記載された住民票の写しなど

　　　　作成／総務課 情報統計係　☎７２－５８９３
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